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別記様式（第２条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 庁 議 

開 催 日 時 令和３年１０月２７日（水）午前８時５５分～午前９時１９分 

開 催 場 所 ３０１会議室 

出席者及び 

欠 席 者 

出席者：市長、副市長、教育長、企画財政部長、総務部長、市民部長、

協働推進部長、協働推進部環境担当部長、健康福祉部長、健康

福祉部高齢・障害担当部長、子ども家庭部長、都市整備部長、

都市整備部建設管理担当部長、教育部長、教育部学校教育担当

部長、議会事務局長、会計管理者 

欠席者：なし 

議 題 
１ 令和３年第４回市議会定例会提出議案について 

２ その他 

結 論 
（ 決 定 し た 方
針、残された問
題点、保留事項

等を記載する。） 

議題１：提案のとおり提出議案として決定する。 

議題２：第４回市議会定例会の招集期日は、１１月２９日（月）である。 

審 議 経 過 
（主な意見等を
原則として発言

順に記載し、同
一内容は一つに
まとめる。) 

議題１ 令和３年第４回市議会定例会提出議案について 

⑴ 武蔵村山市立保育所設置条例を廃止する条例 

（子ども家庭部長説明） 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第５６条の８第１項

に規定する公私連携型保育所への移行に伴い、武蔵村山市立つみ

き保育園を廃止する必要があるので、本案を提出する。 

現在の指定管理期間の満了後となる令和４年４月１日から、武

蔵村山市立つみき保育園を公私連携型保育所制度へ移行させるこ

とから、条例を廃止するものである。 

施行期日については、令和４年４月１日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑵ 武蔵村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する条例の一部を改正する条例 

（企画財政部長説明） 

訪問介護等利用者負担額助成事業の廃止に伴い、規定を整備す

る必要があるので、本案を提出する。 

訪問介護等利用者負担額助成事業について規定する別表第１の

２４の項及び別表第２の２２の項を削るものである。 

施行期日については、公布の日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 
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⑶ 武蔵村山市常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例 

（総務部長説明） 

常勤の特別職の職員の期末手当の支給割合を改める必要がある

ので、本案を提出する。 

概要について、１点目は常勤の特別職の職員の期末手当の支給

割合を１００分の１０引き下げて、１００分の２１７．５（年間

１００分の４４５）とするものである。 

２点目は、令和４年度以降の期末手当の支給割合を、６月期及

び１２月期が均等になるよう改めるものである（各１００分の２

２２．５）。 

施行期日について、１点目は令和３年１２月１日からとし、２

点目は令和４年４月１日からとする。 

  （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑷ 武蔵村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

（総務部長説明） 

一般職の職員の期末手当の支給割合を改め、及び業績反映の観

点から、役職ごとに期末・勤勉手当の配分を改めるとともに、宿

日直手当の支給額を改める必要があるので、本案を提出する。 

概要について、１点目は一般職の職員の期末手当の支給割合を

１００分の１０引き下げて、１００分の１１５（年間１００分の

２４０）とするものである（再任用職員については、１００分の

５引き下げて、１００分の６５（年間１００分の１３５）とする。）。 

２点目は、令和４年度以降の期末手当の支給割合を６月期及び

１２月期が均等になるようにしつつ、業績反映の観点から期末・

勤勉手当の配分を改めるものである。 

３点目は、宿日直手当の支給額を引き上げ、勤務時間が５時間

以上の場合は６，０００円、５時間未満の場合は３，０００円と

するものである。 

施行期日について、１点目は令和３年１２月１日からとし、２

点目及び３点目は令和４年４月１日からとする。 

職員の給与改定は、東京都人事委員会の勧告に準じて実施して

いる。 

なお、職員組合とは、現在協議中である。 

  （結 論） 

提出議案として決定する。 
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⑸ 武蔵村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部

を改正する条例 

（環境担当部長説明） 

家庭ごみ有料化の導入に当たり、規定を整備する必要があるの

で、本案を提出する。 

更なるごみの減量・資源化の推進を図ることにより、良好な環

境を次世代に継承するため、本年１０月に策定を予定している「武

蔵村山市家庭ごみ有料化及び戸別収集導入実施計画」に基づき、

その実施に向けて必要な改正を行うものである。 

施行期日については、令和４年１０月１日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

 ⑹ 武蔵村山市まちづくり条例の一部を改正する条例 

（都市整備部長説明） 

令和４年１０月から武蔵村山市家庭ごみ戸別収集の開始に伴

い、廃棄物保管場所の設置義務に係る規定を整備する必要がある

ので、本案を提出する。 

武蔵村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例が令和

３年第４回武蔵村山市議会定例会にて一部改正された場合、武蔵

村山市まちづくり条例（平成２３年武蔵村山市条例第１８号。以

下「条例」という。）における廃棄物保管場所の設置義務に係る規

定について、不要となる部分が生じることとなるため、条例にお

ける廃棄物保管場所の設置義務に係る規定を見直す必要があり、

第５２条第１項第１号及び同項第２号に係る開発事業における廃

棄物保管場所の設置基準を削除するものである。 

施行期日については、公布の日からとする。 

  （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

 ⑺ 武蔵村山市小口事業資金融資条例の一部を改正する条例 

（協働推進部長説明） 

産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和３年法律

第７０号）の施行に伴い規定を整備する必要があるので、本案を

提出する。 

第７条第４号中「産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）

第２条第２３項第１号」を「産業競争力強化法（平成２５年法律

第９８号）第２条第２９項第１号」に改め、「認定特定創業支援事

業」を「認定特定創業支援等事業」に改めるものである。 

施行期日については、公布の日からとする。 
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 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

 ⑻ 武蔵村山市下水道条例の一部を改正する条例 

（建設管理担当部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の一部改正に伴い、規

定を整備する必要があるので、本案を提出する。 

改正後の地方自治法により、下水道使用料の収入等について、

スマートフォンアプリやクレジットカード等を利用した決済を指

定納付受託者に事務を行わせることができる仕組み（指定納付受

託者制度）が整備されることから、当該規定を改めるものである。 

施行期日については、令和４年１月４日からとする。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑼ 令和３年度武蔵村山市一般会計補正予算（第７号） 

（企画財政部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

内容等については、現在精査中である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑽ 令和３年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号） 

（市民部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

内容等については、現在精査中である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑾ 令和３年度武蔵村山市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

（高齢・障害担当部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

内容等については、現在精査中である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 
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⑿ 令和３年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計補

正予算（第２号） 

（都市整備部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

内容等については、現在精査中である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒀ 令和３年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号） 

（市民部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

内容等については、現在精査中である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒁ 令和３年度武蔵村山市下水道事業会計補正予算（第１号） 

（建設管理担当部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

内容等については、現在精査中である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒂ 財産の無償譲渡について 

（子ども家庭部長説明） 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第５６条の８第１項

に規定する公私連携型保育所への移行に伴い、武蔵村山市立つみ

き保育園の財産を無償譲渡するため、本案を提出する。 

財産を無償譲渡するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求めるも

のである。 

譲渡する財産は建物、工作物及び立木、譲渡の相手方は社会福

祉法人やまぶき会、譲渡する日は令和４年４月１日である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒃ 武蔵村山市民総合センター精神障害者地域活動支援センターの
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指定管理者の指定について 

（高齢・障害担当部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項

の規定により、本案を提出する。 

公の施設の名称は武蔵村山市民総合センター精神障害者地域活

動支援センター、所在地は武蔵村山市学園四丁目５番地の１であ

る。 

指定管理者の名称は医療法人社団円祐会、所在地は杉並区下井

草一丁目１０番地５号、代表者氏名は理事長 塩入 祐世である。 

指定期間については、令和４年４月１日から令和９年３月３１

日までである。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒄ 東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増

加及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について 

（総務部長説明） 

東京都市町村公平委員会に、新たに秋川流域斎場組合を加入さ

せる必要があるので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２５２条の７第３項の規定により準用する同法第２５２条の２の

２第３項本文の規定により、本案を提出する。 

秋川流域斎場組合より、東京都市町村公平委員会の共同設置に

加入したい旨の依頼があったため、規約を変更するものであり、

別表中「多摩六都科学館組合」を「多摩六都科学館組合 秋川流

域斎場組合」に改めるものである。 

施行期日については、東京都知事へ届出の日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

   

議題２ その他 

 令和３年第４回市議会定例会の招集期日について 

令和３年第４回市議会定例会の招集期日は１１月２９日（月）である。 
 

会議録の開示 

・非開示の別 

☑開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶務担当課  企画財政部 企画政策課（内線：３７２） 

（日本産業規格Ａ列４番） 


